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東浦町長 日髙 輝夫 様 

   

東浦町水道事業及び下水道事業審議会 

会 長  千 頭  聡 

                    

下水道使用料の適正化について（答申） 

 

2024年９月 18日付け６東上第 2970号で諮問のありましたこのことについて、当

審議会において慎重に審議した結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

  

１ はじめに 

 公共下水道事業は、生活排水等の汚水を適切に排除することで、公衆衛生の向上

や公共用水域の水質保全のために重要な役割を担っている。また、2024(令和６)年

１月に発生した能登半島地震をはじめとした巨大地震による災害が起こる度に下水

道の不通によるトイレ環境の悪化がメディアで取り上げられる等、公共下水道は住

民にとってなくてはならないものとなっている。 

 東浦町の公共下水道は、1989(平成元)年度に供用を開始し、2019(令和元)年度か

らは東浦町下水道事業として地方公営企業法を適用した公営企業として運営されて

いる。公営企業としては独立採算が原則となるが、本来であれば下水道使用料によ

って賄うべき資金が多大に不足しているため、その不足分を一般会計から補てんさ

れている状態が何年にもわたって続いており、継続的かつ安定的な事業運営ができ

ているとは言い難い状況となっている。 

下水道使用料については、1998(平成９)年度を最後に見直しを行っておらず、実

情に即した使用料の検討が長期間行われていなかった。 

当審議会では、町長からの諮問を受け、東浦町下水道事業が将来にわたって継続

的に安定したサービスの提供ができる体制となるよう、下水道使用料の適正化に向

けた審議を行ったものである。 

 

２ 答申について 

  東浦町下水道事業は、2019(令和元)年６月に10年間の見通しを示した経営戦略を

公表している。2024(令和６)年４月には既存経営戦略の中間見直しを行った上で、

下水道使用料が汚水事業費をどれだけ賄えているかを示す指標である経費回収率が

約60％しかないことを経営の問題点とし、「経費回収率向上に向けたロードマップ

」を掲載している。 

○案 



  ロードマップにおいては、2026(令和８)年度と2031(令和13)年度に下水道使用料

の改定を行うとしており、その前２年度で改定のための検討を行うとしている。ま

た、経営戦略中では、使用者負担の影響を考慮し、直近の目標として経費回収率80

％にすることを明記している。 

  当審議会としては、この経営戦略を基本線とし、2026(令和８)年度に経費回収率

80％に到達するための使用料体系を設定することで意見が一致した。 

  以下、審議会で得た結論を答申する。 

 

◎下水道使用料体系 

(１か月あたり・税抜き) 

区 分 現行使用料 改定後使用料 改定率 

基本使用料 750円 950円 127％ 

1～10㎥ 0円 円 － 

11～20㎥ 85円 円 ％ 

21～30㎥ 95円 円 ％ 

31～50㎥ 105円 円 ％ 

51～500㎥ 120円 円 ％ 

501㎥～ 150円 円 ％ 

 

（１）基本使用料について 

   基本使用料は、使用水量に係わらず一使用者あたり一律での費用負担となる使

用料である。使用水量に応じて金額が変わる従量使用料とは違い、安定的な収入

確保が可能であることから、原則は固定費用に充てるべき使用料となっている。 

しかしながら、下水道事業は施設ありきの事業であるため、固定費用の割合が

大きくなってしまうものである。東浦町下水道事業についても、固定費用が汚水

事業費全体の70％を超えていることから、これらを全て基本使用料で賄うことは

厳しいと言える。現行使用料での基本使用料と従量使用料の構成割合は、基本使

用料42.9％に対して従量使用料57.1％であるため、この割合は維持したいという

結論となった。 

 

（２）基本水量制の廃止について 

   過去、東浦町下水道事業をはじめ多くの自治体で、使用水量が少量の使用者に

従量使用料を賦課しない「基本水量制」を採用していた。公共下水道整備を進め

ている段階で、下水道普及率や接続率が高くなかった時代では、この制度を採用

することは理解できるが、いまや東浦町下水道事業は、普及率、接続率共に85％

を超えており、大規模な面整備は概成している状況である。施設の維持管理の時

代に突入していると言えるため、少量でも公共下水道を使用している使用者に対



して従量使用料を負担すべきであると考える。他の自治体を見ても、使用料改定

に併せて基本水量制を廃止しているところが多いことから、東浦町下水道事業に

ついても基本水量制の廃止を提案する。 

 

（３）従量使用料について 

   経費回収率60％という低い水準で運営していたことから、現行使用料が適切で

はなかったと言える。しかし、現行使用料体系でも使用水量が多くなるにつれて

使用料単価も増額する逓増の状況は確保できているため、現行使用料体系は維持

しつつ、全体を等しくべ―スアップするのが望ましいと判断し、各水量区分の単

価を定率で増加させる方法を採用した。（一方で、他の自治体に比べて大口使用

者の使用料単価が安価ではないのかという意見もあった。使用水量が多いとそれ

だけ管きょ等の施設に負荷がかかっているとも言えるため、そこは考慮すべきと

いう結論となった。※ハイブリット案が採用された場合に追加） 

 

（４）その他 

   今回の使用料案については、2026(令和８)年度に運用を開始すること。また、

「経費回収率の向上に向けたロードマップ」にあるとおり、2029(令和11)年度に

必ず効果検証をし、経費回収率100％達成に向けた議論を行うことを意見する。 

 

３ 附帯意見について 

  当審議会を行った中で出てきた意見について、今後の事業運営の参考にしてもら

いたく、以下の意見を付す。 

 

（１）今回の目標は経費回収率80％ということで、全体的にベースアップさせる方向

性で結論付けた。経営戦略でも５年に一度使用料の検討をするということで、今

後５年間については、減価償却費の減少と流域下水道管理運営費負担金の増加で

大きな増減要因が複数年で相殺できる見込みであること、接続件数はいまだ増加

傾向にあるが、使用水量は横ばいであることの説明を受けての判断であったが、

最終的に経費回収率100％の達成に向けて、継続的かつ安定的な運営を目標に掲

げる際には、長期的な施設整備、施設修繕の見通しを示すことも必要であると考

える。 

 

（２）審議会委員になるまで検針票を見たこともなく、支払いも口座振替のため水道

料金と下水道使用料について気にしたことがなかった。委員にならなければ値上

がりしたことも気付かないかもしれない。同じように意識していない住民は多い

と思う。同じ生活インフラである電気やガスよりかなり安価であることも、公共

インフラであるがゆえの様々な課題や問題も今回初めて知ったことばかりであっ



たため、ただ「使用料を値上げします」というだけではなく、今回のような説明

が多くの使用者に行き届くことを望む。 


